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投　稿　要　領　（抜粋）

１．	投稿有資格者は、原則として本学教育職員とする。ただし、共同発表を希望する場合は、学
外の共同研究者を含めることができる。また、大学院紀要への投稿では、本学大学院博士課
程・博士後期課程在籍者を共同研究者に含めることができる。

２．	本学非常勤講師は、本学教育職員の推薦を受け、投稿することができる。
３．	投稿は次の区分による。

⑴研究論文、⑵研究ノート、⑶研究・調査報告、⑷講演、⑸その他（抄録、書評、翻訳紹介、
梗概、資料紹介、プロジェクト紹介等）

４．	投稿は、未発表の内容に限る。二重投稿は禁止する。同一巻（号）への投稿本数は、原則と
して、執筆者１人につき、共著を含め３本までとする。

５．	紀要委員会は、原稿の内容及び学術的水準について審査を行い、掲載の採否を決定する。
６．	研究論文と研究ノートは、その学問的レベルと内容について、紀要委員会と本学の各研究領

域の専任教員（必要があれば学外の専門家）の査読と評価を経るものとする。
７．	査読者は、査読結果を査読結果報告書によって紀要委員会に報告する。修正もしくは再審査

を求められた執筆者は、修正対照表を用いて、指摘事項に回答する。
８．	原稿の書き方は、別記執筆細目による。
９．	横組み・縦組みの別も含めて、印刷の様式は紀要委員会が決定する。
10．	図表・写真の掲載数、掲載サイズ、レイアウトは紀要委員会が決定する。
11．	ヒト・動物に対する研究は、倫理上適切に対応されていなければならない。かつ、そのこと

が投稿の中で明記されていなければならない。
12．	図・写真などの著作権処理は必要に応じて執筆者の責任で行うものとする。
13．	抜刷は、執筆者１名あたり50部まで作成できる。費用は執筆者負担とする。
14．	執筆者は、城西国際大学に対し、当該原稿の出版権利用を許諾するものとする。
15．	掲載された論文等は、電子ジャーナル（紀要電子版）及び大学レポジトリで公開する。


